
【別添３ 鳥取県営水力発電所コーポレートＰＰＡ売電業務評価要領（総合評価一般競争入札）】 
 
件名：鳥取県営水力発電所コーポレートＰＰＡ売電業務  
内容：次の内容等が盛り込まれたコーポレートＰＰＡ売電業務を企画すること。 

（ＰＰＡ条件） 
・予定使用電力量 
・電気料金変動率 

（産業振興・地域振興） 
・環境価値の活用策が具体的で、提案者または提案者の製品・サービス等の PR に繋がる取り組み 

（脱炭素化推進） 
・脱炭素経営や地域での環境活動など具体的な取り組み 
・小売電気事業者、需要家間や県内他企業に脱炭素化推進の波及効果を期待できる取り組み 

（提案者の能力等） 
・県内に主たる事務所があるものの割合（小売・需要家） 
・市場調達以外の電力調達能力割合（鳥取県企業局からの調達を除く） 
・電力調達計画 
・小売電気事業者の財務状況 

 
落札者決定基準 

審査委員の合議により下記の基準で採点した性能点と価格点の合計点数が最も高い者を落札者とする。 
なお、総合点数は 1,000 点満点とし、うち性能点を 500 点、価格点を 500 点とする。 
また、総合して最高点を得る者が２者以上となる場合は、価格点が多い方を落札者とする。
この場合において、価格点が同点の場合は審査会の合意により決定する。 

〈性能点〉 

評価項目 評価の視点 配点 評価の基準 

ＰＰＡ条
件（予定
使用電力
量） 

・予定使用電力量の多さ 

100 

100 目標売却電力量の50％以上 

80 〃40％以上 

60 〃30％以上 

40 〃30％未満 

ＰＰＡ条
件（電気
料金変動
率） 

・現行料金と比較した変動
率の上昇を抑えているか 

40 

40 現行料金と比較して変動率が100％以下 

30 
現行 料金と 比較し て 変動率 が 100％を 超え
105％以内 

20 現行料金と比較して変動率が105％を超え110％以内 

10 現行料金と比較して変動率が110％を超える 

産業振興・
地域振興 

・環境価値の活用策が
具体的で、提案者また
は提案者の製品・サー
ビス等のPRに繋がる取
り組みか 

100 

提案事項のスケジュールが示されているか 

数値目標など具体的な目標が設定されているか 

運用手法が示されているか 
実現可能なものであるか 

提案者間で連携するなど新規性のある取り組みか 

脱炭素化
推進 

・脱炭素経営や地域での環
境活動など具体的な取り組
みか 
・小売電気事業者、需要家
間や県内他企業に脱炭素化
推進の波及効果を期待でき
る取組みか 

100 

提案事項のスケジュールが示されているか 

数値目標など具体的な目標が設定されているか 

運用手法が示されているか 
実現可能なものであるか 

提案者間で連携するなど新規性のある取り組みか 

提案者の能
力等 

・県内に主たる事務所があ
るものの割合（小売・需要
家）※ 

20 

20 70％以上 

15 50％以上 

10 50％未満 

・市場調達以外の電力
調達割合（鳥取県企業
局からの調達を除く） 

60 

60 80％以上 

40 50％以上 

20 30％以上 

10 30％未満 

・電力調達計画 

40 40 

発電所停止時の代替調達ルートが確保され
ているか、確保方法は確実なものか 

・小売電気事業者の財
務状況 
・３年分の財務諸表か
ら判断 

40 

40 財務健全性が非常に高い 

30 財務健全性が高い 

20 財務健全性が普通 

10 財務健全性が低い 

合計  500   

※商業・法人登記の本店が本県にあること。 
 
 
 
 
 



〈価格点〉(※加算方式） 

評価項目 評価の視点 配点 評価の基準 

電力量料金単価 

・電気事業の経営に
安定を資する単価で
あるか 
・予定価格未満は失
格とする。 
・配点は最大500点と
する。 

500 

 
（当該入札価格 － 予定価格） 

    予 定 価 格     ×100×入札価格＋100 
 

 
 
評価項目のうち「産業振興・地域振興」と「脱炭素化推進」の具体例 

評価項目 評価の視点 具体例 

産業振興・地

域振興 

環境価値の活用策が具体的
で、提案者または提案者の製
品・サービス等の PR に繋がる
取り組みか 

・取引先からの要望に対応するため、PPA を
活用して○年までに Co2 を○％削減する。 
・鳥取県営発電所の電気を使用しているこ
とを商品を通じて○○社と共同でＰＲ活動
を行い、○年までに年間売上○万円を目標
とする。 

脱炭素化推進 脱炭素経営や地域での環境活
動など具体的な取り組みか 

・「再エネ 100 宣言 RE Action」に参加し、
○年までに Co2 を○％削減する目標を掲
げ、○○により省エネの導入を進める。 

小売電気事業者、需要家間や
県内他企業に脱炭素化推進の
波及効果を期待できる取組み
か 

・サプライチェ―ンを構成する県内の○○
社と提携して、○年までにコーポレートＰ
ＰＡのスキームを構築し、サプライチェ―
ン全体で Co2 を○％削減する。 

 


